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第4回「救急医療の今後のあり方に関する検討会」議事概要  

日時：平成20年4月30日（水）14：00－17：00  

場所：経済産業省別館1014号室 （10階）  

内容：  

1．事務局、総務省消防庁より報告   

・救命救急センターの新しい充実段階評価（案）について  

・消防庁調査「救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」について  

2．救急医療機関の出口の問題について   

（ヒアリング）  

定光先生から（救命救急センター長としての立場から）  

・長期入院が増加すると、新たに患者を受け入れることができず、救急搬送の要請に応えら  

れなし＼原因になる。  

・病床が空いていても、患者の重症度に見合った看護師の配置が十分でなく、病床が有効に  

活用できない。  

・－ケ月以上救命救急センターで入院する方がおよそ15％を占める。  

・センターで診療を行い、急性期を脱した患者が直接自宅に帰れない場合、院内の病床か他  

の病院に移動することになるが、どういった患者を移動させるかは、受け取り側に選択権  

がある。  

・遷延性意識障害、精神疾患の合併、隔離を要する感染症をもった患者の転院や転床が困難。  

独星組舌困窮者の方も同様。未収金の発生する可能性のある  

患者を他院に紹介するわけにいかない。センターにはそういう患者が多いのが現実。  

・また、患者と家族の求める医療水準と、転院先の状況との解離が、転院・転床を妨げる大  

きな要因。  

遠藤様から（救急病院から急性期を過ぎた患者の転院を受ける立場から）  

・救急病院からの転院の要請を断らざるを得ない理由の半数は、ベッドが満床なため。  

・呼吸器が必要な患者、御重の受入が難  

しい。  

・救急病院から受け入れる患者に必要な医療と、その報酬が見合わず受入が困難な状況があ  

る。  

・介護療養型の病床が減少すると、救急患者の受入が難しくなるという懸念を持つ。  

（主な議論）   

・患者と家族の希望との解離については大きな問題。社会的合意を得ていく必   
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要がある。  

・ 出口の問題は、救急病院とその先の出口の問題だけでなく、さらにその先の出口の問題と  

いった玉突き型の医療一介護システム全体の問題。  

3．第二次救急医療機関の状況について   

（ヒアリング）  

加納先生から  

・第二次救急医療機関には、診療報酬上の手当が不十分で、地方自治体からの補助金削減の  

動きもある。そういった状況では、救急医療に係わる医師や看護師の確保も困難な状況。基盤  

金の負担も重い。  

・いわゆるモンスターペイシ工ントと言われる患者の増大、医療訴訟リスクの増大など救急医療  

を巡る環境が変化している。アルコール醜酎の患者への対応などには、診療報酬上評価され  

ない対応や苦労もある。  

・救急搬送要請が重なると、要請に応じられない場合もある。医師を複数体制にすることが必要。  

また休日、夜間の当直体制を交代制勤務にする必要があるが、余裕がない。  

（主な議論）  

二次救急医療機関で当直する医師は専門医も多く、限ちれた範囲でしか診療ができない状  

況。   

・救急医療について活動的な病院を評価して、さらに体制の充実を支援する取組が有効でない  

か。  

4．ER型救急医療機関について   

（ヒアリング）  

寺澤先生・演遣先生から  

「コンタクトレンズがずれた」から「交通事故」まで、重症度、年齢、搬送方法に係わら  

ず患者を全てを受け入れるのを、ERと呼んでいる。  

・ERだけで働き、集中治療室や手術室では業務せず、入院患者を持たない医師がER医師。  

・ERの利点については、患者を断らない、医事紛争が防げる、各科の専門医が当直業務か  

ら開放され専門外の診療から解放されるなどであるが、病院のキャパシティによっては患  

者を断らざるを得ない状況も生じる。  

課題としては、ER医師が救急患者を引き受けるほど、入院医療を行う各科の医師の負担  

が高まる、ERから入院を受け持つ医師への引き継ぎに時間がかかる、患者を断らない代  

わりに数時間に及ぶ診療待ち時間が発生する、「小児科」「眼科」といった専門医の診療に  

変わってER医師が診療を行うことへの理解が必要などである。  

救急患者を受け入れ、入院させるための病院の規模、スタッフの数が重要。また複数診療  

科が係わる場合の入院担当科の選定が困難で、専門科にかかわらず入院医療を行う総合内  

科や従来の救急医、救命センターが必要。  

ER型の救急体制を100施設程度が取り入れている。医師の要請コースが82施設で行わ   
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れ、150人が研修中。研修中を含め500人程度のER医師がいる。（米国では3万人）  

・救急医療の全体のコ瑚を担う医師の役割が重要で、その権限の強化が必要。  

・初期・二次・三次の救急医療体制は病院間や地域の体制であり、ERは病院の中の体制の  

話しである。  

・ER型の救急医療体制は、地域の人口規模を踏まえて施設数や病院規模を考える必要があ  

り、現状でER型を早急に整備することは困難。  

・塾垂塾急センターではないが救急に熱心な二次医療機関や、救命救急センターを‡寺つ医療  

機関が、徐々にER型を始めていけばよいかもしれない。  

（主な議論）   

・ER型の救急医療を推進するには、ERが診療の質を担保する、病院の収益につながると  

いったエビデンスを集積する必要がある。   

・いわゆる「たらい回し」はほとんどが夜間に発生しており、夜間だけでも一時的に収容し  

てくれる病院の整備をしてはどうか。   

・そのような病院に開業医の先生も含めて医師を集めてはどうか。   
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②③  

’（高度）救命  

救急センター  

の今後の整備   
について  

（第1回～）  

現行の救急医療体制  ‾‾‾‾‾ 
l  

1  

1  

1  

1  

l  

三次救急医療機関  

層の質の向上  

①  

新しい評価  

方法について  

（第1回～第3回）  

受入実績の評価、評価の質の確保  

救急医等の疲弊  

不均衡な整備 残る空白地域  

特に都市部における林立  

⑥  

出口の問題  
（受け皿の確保）  

t 高齢者の増大  
・在宅への復帰が  

困難な社会環境 等   

（第4回～）  

・出口の問題  

二次救急医療機関  

需要の増加に追いつかない状況  

夜間休日の不十分な人員体制  
夜間休日の診療を担う勤務医の疲弊  

当直医の専門領域に限定される受入  

訴訟リスクの増大  

施設間のばらつき 質の担保が不十三  
外来軽症患者の増大  等  

④   

ER方式の  
現状について  

（第4回～）  

⑤  

ニ次医療機関の  

あり方について  

（第4回～）   

初期救急医療機関  

時間外の診療体制不十分  

（自宅と診療所の分離）  

検査体制等の確保困難  

（画像検査・血液検査） 等  
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救急医療のあり方に関する検討会（メモ）  

項目   検討状況   基本方針   施策への反映（案）   備考   

救命救急センターの   議論済み（第1回～  ■実績を重点的に評価とする。   ・新しい評価法案を都道府県に通知済み。   本年10月を  

新しい評価について   第3回）   ・第3者の視点からの評価とする。   ・現在、案により試行調査を実施しており結果  目途に調査結  

①  中間取りまとめに   ・勤務医の負担の軽減を支援とする。  を取りまとめ中。平成21年度より新しい評価  果を踏まえて  
反映   ・検証可能な評価とする。等   

方法での評価を実施。  評価法を確定  

・引き続き補助金、診療報酬に反映させるか。  （見込み）。   

救命救急センターの   議論中（第1回～）  ・同一医療圏に複数のセンターが設  

反映   
今後の整備のあり方  中間取りまとめに  置されている地域においては、役割  

匠                    について  
分担。  

・設置困難地域では、アクセス手段  
の確保で代替。   

高度救命救急セン  議論中（第1回～）  ・現時点においても、広範囲熱傷・  

ターの整備と専門病  急性中毒・指肢切断を別立てとする  

③    院のあり方について  
ことに意味があるのか。  

・専門病院の位置づけをどのように  

考えるか。  

ER方式の現状につ   第4回にヒアリング   ・今後は、第二次救急医療機関のあ  国としての早急な制度化は困難か。地域にお  

いて   を実施し、現状につ  

④  いて把握。  討を継続。   

中間取りまとめに  

反映   

ニ次救急医療機関の  議論中（第4回～）  ・診療体制や活動実績において－   ・実態を把握するための全国調査を実施。  

あり方について   中間取りまとめに  定の基準を満たしている二次救急   ・平成22年度診療報酬改定に反映が可能か。  

⑤  
反映   医療機関（「地域救急拠点病院」：仮  

称）の整備を図る。  

・そのために一定期間毎に診療体  

制や活動実績を評価する。   

「救急病院が救急患   議論中（第4回～）  ・実態の把握を進める。   ・救急医療機関の「ベッド満床」の実態によっ   

者を受入られない理   中間取りまとめに   ・病院内・病病（診）連携を進める。   ては病棟・病床運営の改善を徹底することは  

⑥  反映  可能か。  

（「出口の問題など」）  

・平成22年度診療報酬改定に反映が可能か。  

2  
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救急搬送において受入に至らなかった理由について   
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救急搬送における医療機関の受入状況について  

○ 救急搬送において医療機関への受入照会回数が多数に及ぶ事案が各地にみられる   

状況を踏まえ、平成20年3月に総務省消防庁より「救急搬送における医療機関の   

受入状況等実態調査」の結果が公表された。   
主な内容については以下のとおり。   
（重症以上傷病者搬送人員530，671人から転院搬送人員119，046人を除いた、411，625人について調査。）  

（1）医療機関に受入照会を行った回数ごとの件数  
① 受入が決定するまでに行った照会回数が4回以上が14387件（3．9％）  

11回以上が1074件（0．3％）  

②地域別の状況をみると、首都圏、近畿圏等の大都市周辺部において照会回数   

が多くなっている。   

※4回以上の割合が全国平均を上回る県（10都府県）   

（宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、  
兵庫県、奈良県）  

・j   
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救急搬送において受入に至らなかった理由について①  

○ 救急搬送において受入に至らなかった理由＊1として、以下の項目が挙げられている。  

表1．受入に至らなかった理由ごとの件数（医療機関の区分によらず集計したもの）  

2   3   4   5   6   7   

手術中・患  
処置困難   ベッド満床  専門外   

初診（かかり  

者対応中  
医師不在  

つけ医なし）   びその他   

22．9％   22．2％   21．0％   10．4％   3．5％   0．2％   19．7％   

表3．第二次救急医療機関以下に限ったもの＊2  表2．第三次救急医療機関に限ったもの＊2  
3   2   

処置困難   手術中・患 者対応中  ベッド満床   

39．0％   16．2％   15．6％   

2   3   

ベッド満床   手術中・患 者対応中  処置困難   

37．8％   34．5％   12．7％  

※ いずれも、消防隊員が、医療機関に依頼したものの受入に至らなかった事案において、医療機関との  
電話でのやりとりの中で聞き取った内容を、消防側の判断で、上記1～7に割り振り集計したもの  

＊1救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査（総務省消防庁 平成20年3月11日）   
平成19年中に行われた救急搬送のうち、重症以上傷病者搬送人員530，671人から転院搬送を除いた119，046に  

ついて調査した結果  

＊2 実態調査のうち集計可能な宮城県、埼玉県、東京都、静同県、愛知県、広島県、福岡県における数値   
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救急搬送において受入に至らなかった理由について②  
表1．受入に至らなかった理由ごとの件数（医療機関の区分によらず集計したもの）  

2   3   4   5   6   7   

手術中・患  
項目   処置困難   ベッド満床  専門外   医師不在   

初診（かかりつけ   

者対応中  医なし）   の他   

割合   22．9％   22．2％   21．0％   10．4％   3．5％   0．2％   19．7％   

傷病者の症状に  
傷病者の症状か  

対処する設備、資  
ら専門処置が必  

手術中、患者対応  
器材がない場合。  中：手術中（手術の  

場合。傷病者の症  
調査時  

手術スタッフ不足、  （ベッド満床）  準備中を含む）、重 患対応などにより  （かかりつけ医なし）  （原因不明、その他）   

の定義      人手不足、傷病者  。 以外の医師が当  

の症状から手に負  
合は専門外に記  

手が離せない場合。  
えない場合。  

きない場合を含む。   

○物理的なべッド  

考えら れる  
の満床  ○診療範囲が限  

○救急部門におけ  
○患者の状態に  

○朝夕の医師の   ○未受診妊婦  

不十分。  る医師が少ない。  
○専門医指向  

交代時の問題？  
原因   見合った病床が足  

りない等  

○救急医療機関  

における医師数等  O「処置困難」の示  

の体制の増強  す、より具体的な  

・三次救急医療  内容の把握が必要。  

機関  →より詳細な調  ○幅広い診療に  

→新しい救命救  査が必要  対応できる救急  

考えら れる  遮些二望  （総務省消防庁の  医の育成と配置  ○未受診妊婦へ  ○より詳細な原  

において医師数等  協力）  ○専門医指向の  の対応   因の把握が必要  

対策  ○設備、資機材、  弊害についての  
的に評価  検査体制の確保  啓発  

・二次救急医療  

機関  →一定の基準の  
→一定の基準の  策定と評価で対策  

策定と評価で対応  
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「ベッド満床」について ①  

○ 総務省消防庁調査によると、救急搬送において受入に至らなかった理由＊1として、  

「ベッド満床」はおよそ24鞄、 第三次救急医療機関 に限るとおよそ3型埠を占める。  

○ ところで、厚生労働省の調査によると、救命救急センタ⊥の年間の平均病床稼働率は   
71％、救命救急センターの属する病院全体の同じく病床稼働率は84％である。  

○ これは、   
・救命救急センターで、平均9．2床（全国のセンターの平均病床数31．6床から算定）   

・センターの属する病院全体で、平均109床（センターの属する病院全体の平均病床数679床から算定）   

の空床を持つことを意味し、総体として物理的にべッドが足りない状況とは必ずしも   
言えない。  

4   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

「ベッド満床」について②  

救急医療機関の病床利用率  

○ 第二次・第三次救急医療機関の病床利用率   
（平成17年医療施設静態調査と平成18年病院報告による）  

第三次救急医療機関  第二次救急医療機関  

全国平均 80．6％  

（10県平均 80．8％）  

全国平均 81．8％  

（10県平均 78．8％）  

○ 救命救急センターとセンターが属する病院全体の病床利用率   
（平成20年度 救命救急センター現況調べによる（43都道府県分））  

センターが属する病院全体  救命救急センター  

全国平均 83．7％  

（10県平均 81．3％）   

全国平均 71．3％  
（10県平均 78．9％）  



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

「ベッド満床」について ③  

○ しかしながら、   

・救命救急センターのベッドの稼働率に、繁閑の差があり常に変動している 。  

一 病床利用率が100％に近い施設も存在する   

ことを考えると、時期や時間によって、または、個々の施設によっては、   
物理的に「ベッドが満床」である状況が発生しているものと推定される。  

○ さらに、空きベッドがあるものの、  

－「患者に適した診療機器が備わったベッドがない」   

・「十分な看護体制を確保したベッドがない」   

等といった意味で「ベッド満床」として報告している場合もあると推測される。  

救急医療機関が円滑に救急搬送を受け入れるには、これら「ベッドの満床」に  

ついて、より詳細に実態を把握する必要がある。  ◆  

6   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベット満床」の理由  

1．病院全体が物理的に満床である。  
（1）常に満床  

（そもそも病床が少ない。転院や退院が満っている。等）  

（2）時期、時間によって希に満床  
＼＼＼＼ト  

2．救急部門の病床は満床であるが、一般病床に  

出
口
の
問
題
 
 

は空床がある。  
（1）常に満床  ／／／一一一ナ  

（そもそも病床が少ない。一般病床一病院への転床1転院が滞っ  

ている 等さ  

（2）時期、時間によって希に満床  

1．救急部門に空床はあるが、その患者にふさ   
わしい病床が空いていない。   
（CCU、SCU等の利用区分を設けている。）  

2．空床はあるが、人手（看護師等）、医療資器   

材の整った病床がない。   
（1）救急部門にない。   

（2）一般病床にない。  

3．その他   
（1）受入を断る理由に使った。   
（2）消防への情報伝達過程の誤解である。   

（3）その他  

（例：特別料金のある病床のみ空いている。  
男性、女性の別により、適切な病床がない。）   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベット満床」の意味について  

（サンプル調査 結果①）  

第二次  第三次  総計  

医療機関  医療機関  （53施設）   

（30施設）  （23施設）  

A．物理的  1．病院全体が物理的に   （1）常に満床（病床が少ない、転院や退   2   2   4   

に満床で  院が滞っている等）  

ある   
（2）時期、時間によって希に満床   16   10   26  

2．救急部門の病床は満   （1）常に満床（病床が少ない、一般病床   2   3  

床であるが、一般病床に  

は空床がある。  
（2）時期、時間によって希に満床   8   14   22   

B．物理的  1．救急部門には空床はあるが、その患者にふさわしい空床が空い  17   10   27   
には空床  

がある   
2．空床はあるが、人  （1）救急部門にない  10   3   13  

手（看護師等）、医療  

資器材の整った病床  （2）一般病床にない  9   5   14  
がない。  

3．その他   （1）受け入れを断る理由に使った。  2   3  

（2）消防への情報伝達過程の誤解である。  0   

（3）その他  12   7   19   

10都府県（宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、奈良県）を通じて調査を実施。  

『救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベット満床」』について、該当するものを、「各都府県5施設程度、各施設3項目選択」により調査し、集計。  

平成20年5月30日 指導課調べ   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベッド満床」の意味について  

（サンプル調査 結果②）  

『救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベット満床」』について、該当するものを、10都府県に対して、「各都府県5施設程度、各施設3項目選択」により調査し、積算して集計。   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベッド満床」の意味について  

（サンプル調査 結果③）  

＋【  

第二次救急医療機関からの「ベッド満床について」のコメント弓  

のため救急に使用できない。  ○ 翌日入   

○ 専門科目を求める人の増加と夜間の病院の人材不足が一番の原因。  

第三次救急医療機関からの「ベッド満床」についてのコメント  

○ 相当の努力をして、空床確保に努めており、「ベッド満床」を理由に断ったことはない。現行の医療制度では、   
漫然と運営してベッドを満床にしておいた方が、努力して空床を作った場合より、収益は多くなる。空床確保 に   

ついて十分な支援をしてほしいL  

できない。これが当院では最大の問題である。  ○ 急性期を過ぎて、後方病院にさせようとしても、  なかなか   

○ たとえ満床でも「必要な初療処置のみ実施」して、適切な医療機関への車云送という対応もあり得る。  

○ 第三次救急医療機関として常に患者の受入に努力しているが（満床でも＋2～3人までは受け入れている。）、   

物理的に受入困難なときのみ断るL   

O 肺炎などの急性期病態を改善しても、それ以前の全身状態が在宅や療養施設でギリギリの状態で介護され   
ている患者も多く、引き受け辛がないのが実情であり、満床の原因となっている。  

○ 大学病院には救急医療以外の高度専門医療を担う役割があ せ、それに大きな負担をかけて院内転床を   

すすめているが、限界がある。  

10   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベッド満床」の意味について  

（サンプル調査の解釈について）  

○ 数字で見る限り、“常に”満床という医療機関は少ない。  

○ 救急部門の中においても、CCU、SCU等の病床の利用区分をおこなって   

いる。   
（そのため、救急部門に空床があっても、実質的に受け入れられない場合   

がある。）  

○ 人手（看護師等）、医療資器材がないために受入が困難な場合がある。  

○ 医療機関のコメントからは、第三次医療機関では、空床確保及び患者受入   

に対して、相応の努力を行っている状況が伺える。  

11  
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厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

いわゆる「出口の問題」について  

⑫   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

老人ホーム等施設の救急搬送実態について   



年齢別の搬送人員の10年間の推移   救急出場件数及び搬送人員の推移  
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全体  小児  成人   高齢者  

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータ  

を基に分析した救急搬送の変化  

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）  

」▲′塵ニー  
l l  ト、【  〉  1  1  

1】  

○ 近年、救急搬送人員の伸びが著しい。（10年間で約50％増）  
○ 伸びの多くを高齢者の救急搬送の増加が占める。  

○ 特に、老人ホーム等からの搬送が急増しているという指摘や、こうした施設からの   
高齢者は基礎疾患を有する割合が高く、病態が複雑なため受入の選定に時間を要   
する場合が多いという指摘がある。  

他にも、以下のような指摘がなされている。  
・老人保健施設等からの搬送患者は、一旦入院すると治療期間が長期にわたるため、いわゆる「出口の問題」   
が生じやすい。  

・高度の救急医療施設での診療の必要性に疑問が残る搬送の依頼が増えている。   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

2．この調査について  

○ この「老人ホーム等施設の救急搬送実態」は、東京消防庁救急部の作成資料（平   

成20年5月）をもとにしたものである。  

○ そのため、東京消防庁管内の救急搬送事案が調査の対象であり、全国の実態を   
表すものではない。  

○ なお、東京消防庁の救急搬送人員は、全国のおよそ12．8％を占めている。（平   

成18年度実績）  

ユ   



1搬送人員  

老人ホーーム等  
土搬送ノ・、仁i   

搬・送人員  

牛   実数  増減率  ■芳放  増減率   
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東京消防庁救急部作成資料（H20．5．29）  

O H19年の老人ホームからの搬送人員数は、HlO年の4，7倍まで急増。  

○ しかし、全体に占める割合は2．7％にすぎない。   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

4．老人ホーム等搬送人員の救急活動平均時間の推移  

2 救急活動（現場滞在）時間平均  
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○ 現場滞在時間は、老人ホーム等搬送人員と全搬送で大きな差があるとは言えない。  

牛   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

5．老人ホーム等搬送人員医療機関照会回数構成比  

3 医療機関照会回数  

老ノ、ホーム等  
皇陸送人員   

構達人昌  

連結回数  実数  構成比  実数  構成比   
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老人ホーム等搬送人員医療機関照会回数相成比  
（平成19年4月－12月）  
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老人ホーム等搬送人員医療機関照会回数構成比（平成19年4月－12月）   
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東京消防庁救急部作成資料（H20．5．29）  

○ 医療機関照会回数が2回以下であった割合は、老人ホーム等と全搬送はほぼ等しい。  

0 6回以上であった割合は、老人ホーム等が全搬送より高い。  与   



結果  

O HlO年の4．7倍まで急増。しかし、全体に占める割合は3％未満。  

○ 滞在時間と照会回数に見る限り、老人ホーム等からの搬送の場合が特に受入病   

院の選定が困難な状況とは言えない。  

○ 救急の現場からは、後期高齢者の搬送に困っているとの声を聞くが、   

今回の調査をどうとらえるか。  

、．手．・   



冒門引見  

平成20年6月10日  

第二次救急医療機関のあり方について   

医政局指導課  

1．前回までの議論  

○ 地域の病院群輪番制が、事実上機能していなDところがある。  

○ 輪番制の病院で、当番日に診療にあたる1～2名の医師の多くは臓器別の   

専門医であり、限られた範囲でしか診療ができな吐。  

広い分野に対応できる第二次救急医療機関の   ○ 三次ほど高度ではないが、  

萱塵が必要。  

○ 現実的には、第二次救急医療機関の多くは初期救急医療機関としての役   

割も担っている。ある程度一体として整備してはどうか。それがERにつ   

ながる。  

○ 第二次救急医療機関とそこで働く医師が疲弊しており、診療報酬や補助金で   

の支援が欠かせない。  

○ 第二次救急医療機関では、当直体制ではなく交代制勤務で診療にあたれる   

ように環境を整備すべき。  

○ 単純に第二次救急医療機関の数を増やす施策ではなく、一定の枠組みを満   

たし、活動実績のある病院をより支援をすべき。  

○ 夜間の救急患者を一旦受け入れて、翌日に地域の別の病院に紹介する体   

制も考えてはどうか。  

2．前回のヒアリングの結果  

○ 救急医療に係わる医師や看護師の確保が困難。  

○ 地方自治体からの補助金削減の動きがある。  

○ 診療報酬上の手当が不十分。  

○ 未収金の負担が重い。  

○ し、・わゆるモンスターペイシ工ントと言われる患者の増大  

○ 医療訴訟リスクの増大   



3．第二次救急医療機関の状況について  

資料「第二次救急医療機関の状況について」参照  

○ 体制や活動の状況は、都道府県ごとに、また同一県内においても様々である   

が、体制や活動が乏しいところが比較的多くを占める。  

○ 体制については、夜間・休日の対応にあたる医師が1名～2名体制である医   

療機関が7割を占め、救急にあたる医師個人の診療範囲に依存する状況が   

伺える。  

○ 活動については、数千台の救急車を受け入れる施設から、ほとんど受け入   

れていない施設まである。  

○ 受け入れている患者については、その多くは入院を必要としない外来診療の   

みの患者である。  

4．今後の第二次救急医療機関の整備の方向について（メモ）  

① 診療体制や活動実績において一定の基準を満たしている第二次救急医療機   

関（「地域救急拠点病院」二仮称）の整備を図ることとしてはどうか。   

（次項の「参考1」を参照）  

② 一定期間毎に診療体制や活動実績を評価してはどうか。  

③ その評価に応じた、支援のあり方を検討してはどうか。   



（参考1）  

地域救急拠点病院の基準について（イメージ）  

1．期待される役割   

2．求められる要件  

（医師について）  

○ 休日・夜間において、専門科を問わず救急初期対応が可能となるよう、必要  

な医師を救急外来に配置すること。  

○ 休日・夜間の救急外来を担当する医師は、交代勤務制をとること。（宿直勤  

務体制ではない。）  

○ 救急外来を担当する医師は、原則、救急外来専従であること。（入院患者へ  

の対応を行う医師とは別に確保すること。）  

（体制について）   

0 365日、常時、入院治療を要する救急患者に必要な診療を行う。   

○ 救急入院を優先する病床または専用病床の空床を00床／日確保するこ  

と   

○ 消防機関からの照会を受ける専用の電話を設置し、搬送要請への応答を記  

録・分析し、応需率等の応需状況について公表している。   

○ 休日・夜間においても、緊急血液検査、レントゲン検査等を実施可能となるよ  

う．、必要な臨床検査技師、診療放射線技師が院内で待機していること。   

○ 救急医療情報システムなどの入力業務を含む、医師の事務作業を補助する  

者を配置していること   

○ 休日・夜間において緊急手術および急性冠症候群や脳卒中等の緊急を要す  

る病態の専門的診療が自施設、もしくは地域連携により円滑に対応できるこ  

と。  

（診療実績について）   

○ 救急車を年間○千台以上受け入れていること。もしくは、救急車の受け入れ  

要請総数に対して、00％以上、受け入れていること。   



（参考2）  

平成9年報告書における「ニ次救急医療機関の要件」  

救急医療体制基本問題検討会報告（平成9年12月11日）   

＜抜粋＞  

3．救急医療体制のあり方  

日常生活圏である二次医療圏において救急医療体制を完結することを目指し、救急医療の確保（救  

急隊の搬送先を含む）を医療計画において位置付け、また、初期、二次、三次救急医療機関の機能  

分担に基づき、地域の効率的な体制を構築する。また、こうした救急医療体制に関する情報を、広く  

適切に地域住民に提供する必要がある。  

（1）救急医療機関の機能  

初期救急医療機関とは、外来診療によって救急患者の医療を担当する医療機関であり、救急医療  

に携わることを表明する医療機関とする。  

二次救急医療機関とは、入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する医療機関とする。  

三次救急医療機関とは、ニ次救急医療機関では対応できない複数の診療科領域にわたる重篤な救  

急患者に対し、高度な医療を総合的に提供する医療機関とし、救命救急センターと呼ぶ。  

《二次救急医療機関の要件》  

（1）24時間体制で救急患者に必要な検査、治療ができること（病院群輪番制病院は当番日  

においてその体制を有すること）。  

（2）救急患者のために優先的に使用できる病床または専用病床を有すること。  

（3）救急患者を原則として24時間体制で受け入れ（病院群輪番制病院は当番日において2  

4時間体制で受け入れること）、救急隊による傷病者の搬入に適した構造設備を有するこ  

と。  

《三次救急医療機関の要件＊》  

（1）重篤な救急患者を、常に必ず受け入れることができる診療体制をとること。  

（2）ICU、CCUを備え、24時間休制で重篤な患者に対し高度な治療が可能なこと。  

（3）医療従事者に対し、必要な研修を行うこと。  

領空   



＊：詳細な要件については、本検討会の議論を踏まえ、平成9年度厚生科学研究事業によって作成  

された「救命救急センターの要件」を「参考資料」として、本報告書に添付する。  

初期救急医療については、在宅当番医制及び休日夜間急患センター等によって概ね整備されつつ  

あるが、休日・夜間の診療体制をさらに弓垂化する必要がある。また、その救急医療体制を広く地域住  

民に広報する必要がある。  

二次救急医療機関については、住民の利便性を第一に考慮した場合、24時間体制で、救急医療を  

提供する医療機関が日常生活圏に整備されることが望ましい。しかしながら、医療資源の効率的活  

用の見地から、病院群輪番制によって地域で24時間体制を整えることも救急医療を確保する一つ  

の方策である。また、各医療機関の診療科の特色を生かした輪番制を組むことも推進すべきである。  

三次救急医療機関である救命救急センターについては、全国135ケ所（平成9年10月現在）に整備  

され、量的には当初の目標は達成されたが、二次救急医療機関を充分に支援する体制とはなって  

いない地域もある。今後は、既存の救命救急センターを再評価し、その機能を強化するとともに、地  

域の必要に応じて整備する必要がある。救命救急センターは、“地域の救急医療の最後の砦”であ  

り、救急医療に関する指導的な役割を求められていることから、救急医療に携わる人材養成及び研  

修業務もその責務として課せられている。   



（参考3）  

救急医療の体制構築に係る指針＊ （抜粋）  

入院を要する救急医療を担う医療機関（第二次救急医療）の機能【入院救急医療】  

（D 目標   

・24時間365日、救急搬送の受け入れに応じること   

・傷病者の状態に応じた適切な救急医療を提供すること  

（∋医療機関に求められる事項  

地域で発生する救急患者への初期診療と応急処置を行い、必要に応じて入院治療を行う。   

医療機関によっては、脳卒中、急性心筋梗塞等に対する医療等、自施設で対応可能な範囲   

において高度な専門的診療を担う。また、自施設では対応困難な救急患者については、必要   

な救命処置を行った後、速やかに、救命救急医療を担う医療機関等へ紹介する。救急救命士   

等への教育機能も一部担う。   

・救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること   

・救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること   

・救急医療を要する傷病者のために優先的に使用される病床または専用病床を有するこ  

と   

・救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造  

設備を有すること   

・急性期にある患者に対して、必要に応じて早期のリハビリテーションを実施すること   

・初期救急医療機関と連携していること   

・当該病院では対応できない重症救急患者への対応に備え、近隣のより適切な医療機  

関と連携していること   

・メディカルコントロール協議会等との連携の上、実施可能な医療機能等を消防機関等  

に周知していること   

・救急医療情報センターを通じて、診療可能な日時や、診療機能を住民・救急搬送機関  

に周知していること   

・医師、看護師、救急救命士等の医療従事者に対し、必要な研修を行うこと  

「救急病院等を定める省令」によって定められる救急病院であること  

③医療機関の例  

救急病院  

二次輪番病院、共同利用型病院  

一年を通じて診療科にとらわれず救急医療を担う病院又は診療所  

脳卒中や急性心筋梗塞等に対する急性期の専門的医療を担う病院又は診療所  

＊厚生労働省医政局指導課長通知「疾病又は事業ごとの医療体制について」（平成19年7月20日）   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

第二次救急医療機関の状況について   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

1． この調査について①（方法等）  

○ この「第二次救急医療機関の状況」は、平成19年7月に都道府県を通じて実施し   
た「救急医療対策事業の現況調」り冊引こ作成したもの。  

○ この調査は、元々、病院群輪番制病院、共同利用型病院などの救急医療対策室   
業の実施状況を把握するために昭和53年頃より実施していたものである。  

○ また、調査の対象は、第二次救急医療機関のうち病院群輪番制参加病院や共同   
利用型病院等が中心であり、必ずしも都道府県の医療計画で位置づけられた圭   
べての第二次救急医療機関を網羅したものではない。  

○ なお、平成17年度に三位一体改革の一環として病院群輪番制病院運営事業が   
一般財源化されたことに伴い、地方自治体の裁量による事業実施が可能となり、   
この調査が対象とする病院群輪番制病院の定義も都道府県によって多少異なる   

ものと考えられる。   



厚生労働省医政局指導課 〈平成20年6月10日）  

1． この調査について②（対象等）  

1 医療圏単位で、拠点となる病院が施：  
設の一部を開放し、地域の医師の出  

務による協力を得て、休日及び夜間 ■  

こ における診療体制の確保を図るもの。：   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

2．結果について①（概要）  

○ 第二次救急医療機関の体制や活動の状況は、都道府県ごとに、様々。  

○ 同一県内においても、状況は様々であるが、体制や活動が乏しいとこ   

ろが比較的多くを占める。  

・体制については、医師が1名～2名体制である医療機関が7割。  

一 活動については、数千台の救急車を受け入れる施設からほとんど  

受け入れていない施設まである。  

・受け入れている患者については、その多くが入院を必要としない外来   

診療のみの患者。  

j   



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

2．結果について②（詳細）  

当番日の医師数  

○ 当番日における医師の数が1名であるところが43％。2名以下で71％。  

○ 複数医師がいる病院は、内科系1名、外科系1名、小児科1名といった状況。  

、 
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厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

2．結果について③（詳細）  

一施設あたりの年間救急搬送患者数（当番対応時間内）  

○ 都道府県によって大きなばらつき。  

○ 同一県内でも、多数受け入れる病院と、そうでない病院に大きな差。  

・l  

J  



厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

2．結果について④（詳細）  

外来と入院の割合  

○本来、入院治療を行う医療機関として位置付けられているが、実態としては、外  
来患者の割合が多い。  

○都道府県間でばらつきがある。  

0％  

北 奇 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 干 支 神 新 富 石 福 山 長 岐 衿 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 培 善 愛 高 福 住 長 熊 大 宮 鹿 沖   平 海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 禁 潟 山 川 井 梨 野 阜 同 知 重 賀 都 坂 庫 良 歌 耳買 根 山 鳥 口 島 川 媛 知 間 賀 崎 本 分 崎 児 縄   均  
道 県  川  山  鳥  
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厚生労働省医政局指導課（平成20年6月10日）  

（参考）今後の調査について（予定）  

○ 対象の拡大  

これまで：主に病院群輪番制病院と共同利用型病院  

本年度～：都道府県の医療計画において第二次救急医療機関と  

位置づけられたすべての医療施設  

（補助の対象かどうかを問わない）  

○ 項目の追加  

これまで：体制については医師数のみ  

本年度～： 医師の休日・夜間における病棟業務との兼務の状況、  
宿日直体制か交代制かなどの勤務の状況、臨床検査技  
師・診療放射線技師の有無などか。  

竺T   



救急現況調からみた第二次救急医療機関の救急搬送患者受入状況  
（平成19年度実施調査）  

3．0  11．6  

26 55・3％15 31・9％1  
14 70．0％ 4  20．0％ 1   

23 62．2％ 7   

22 32．8％ 22  32．8％ 7   

25 39．1％ 23  35．9％ 3  

6 22・2％13 48・1％ 2   

18 30．5％12   

8 24．2％10  30．3％ 8   

0  0．0％ 8   

37 44．6％ 27  32．5％ 6  

，P   



（注）・データは、都道府県を通じて実施した「平成19年度 救急医療対策事業の現況調」調査をとりまとめたもの   
・ただし、人口データは前回国勢調査（平成17年10月1日現在）を使用。   
・また県内の救急搬送患者の全数は救急・救助の現況（平成19年版）に基づく。   
・調査の対象は、主に病院群輪番制参加病院や、共同利用型病院等の第二次救急医療機関であり、  
必ずしもすべての第二次救急医療機関ではない。   
・都道府県によっては、病院群輪番制に参加している救命救急センターをもつ病院のデータも含まれる。   
・石川県は、救急患者数に関するデータを現在確認中。  

医政局指導課 平成20年6月10日   



救急医療の今後のあり方に関する検討会  

中間取りまとめ 骨子（案）  

平成20年○月00日  

厚生労働省医政局指導課   
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●  ・l           、l      ●              －       ・－1      ・  

、■      －     －     ●－   － －      ‾   －            － 、  

け石斎藤やリハビリ〝）体1鰍が／・分でろゝい  

（3）周辺状況について  

堵辺〃状沈±ノ∠ノ丁ノA・〆〕fう亮ゝ〆）〟ノが孝／吏ノうノ∠る「   ●－－■－一  
癖灘／紆〟ノ体制〔ノノオ／′と’が／追いつメイニ、本来／ナ‘詐ウ歓よ仔療灘伸で打症′′ゾ確ノi、／夏子首が  

叔▲′命叔－／急センターイ丁僻逆∫さ′わ1さう二±′ノ∴より、宅∴ンク▼∴二（出せノiゝ真西／が／Jl′Jレンし√い  

フ′      －■  

■                           －   ■  、     －          一  

作／卿を乗り必■j三た〆Jノ）√／）いれゆふ妬物佑許許几動訊か翫劉詔勘∴‾り、／、ソ体〝ノ）  

－ －                    － ● ●       － －  

る叔◆爺救急セナ タ・【－〟ノ／1′〃／／ノ）J徴軌が「あう．   ●－－●－  
ノ／ユ、′fチ舟揮〆〕仔仰〟）／貯ノノりが膚▲要∠▲1て′あ・う∴り．二つい了て柘ソ昔合体ノノノ銅材り一分で亮一い   

・ノ好叔∵ご傍瀞■〟二）セ／ン ダーノブ；j好／紆さノよ了いて一ぎJ、子／わら〆雄錯乱舛似通って‾おり、医  

療密頗が薄Jク∴ノ／姑粧さノZ‾し′い三う，仇、メ⊥／】して′あり、痘鹿▲隼像や智正▲／首席んノノ劇Ⅴナノ／／／′ノノ上  

づに 勅て去′／す摩．上り題種村勘〟な末仏、づi、ノ長一め立直蕎疾憑工旬㌧て、 ／一分ろ、診好林㈲  

が戯’ノ〕ノ∠丁いノま、い   

・子≠）そ呂叔1崇／キを縛め±L T／寿▲βか〟）7笹煤が／吋っ紆ろ、′甘言足が√あう  

3．今後の整備の進め方  

（1）すでに一定の整備がなされている地域  

（ア）医療資源の効率的配置について  

・舟崇／宮を射め．±とて世席紗〕瘡煤が脚猷、雌／軌′こおい了、／好麿■療億／仁好番頭憲一と◆ユ  

ー          ●● ‥                 －    、  、－   



βハ㌣さJ／さ担Jリノ′メ′’∴ ノ「′′／⊥ゝ∠ ′車 ′ニィノ ‥ノ）／1トノj ′′め／／胤／′けいノノ′′軌：く・j｝ノ ノ／－′ ニ上   

長－」二1ノソl ノ／1   

・揮カノ√ ′／′リ7；・小一′／ノ仁王～芹∴′；′二ご坤〔、いiJり／∴㌧ノ㌢掠サト狛′、JJ／ 

∴〆）ノ′才藻き′筋骨／i骨∴′し▲づ‾ノヾ／；うノンノ∴圭｛：ソけト1うノノ▲   

・「チノノノギJ′′㌣、借ノ／半価粧バ仁卜雷坊烏∵井舞お亮侶‾し■‾いメソノでエい′ji   

■舟ト、こ了′／≠′／用寺ソ⊥壬〃Jごノ∴、ノ■／ナ▲∠1■好∴悪宣与ノ1之・い′ノし7／一し「‾いふ朽毎’′／う∴レ∴f、′㌫三ノ」ノノし‥  

，ノナ．′で上′い′／′ノ′し「、／Jゴノエーい′l  

●  

（イ）卜各施設の役割分担について   

掃＼仔庶樹ノ二／簗尭トノ）ヤJ▲シ」「′宮子雄昔圭わ∵イ豆凍拍打∴わいて、藻‾′鮒二、、予‘′／（′f∴川L■  

′宇土’∴ シししノ）段ノ封′そ／い′ノ1う∴／ノ．ノ ノ小 一′∴り∵イ十   

・′丸／イヴ／′痛垢■力／ノ）／帯′育ぎ∴‾ ′〕い∴レjキノ．㍉ふ小  

■′／八一意ノー／ノ上ヰニ乱：、予ノミイ軌／∴）1  

（2）最寄りのセンターまでに長時間の搬送を要する地域（地理的空白地域）の整   

備についての考え方  

ソ／′キ′i7′∴㍉ ∴中神ケ宮阜甘甘 ノり（′り′′、～′＝∴∵ シ・ノ′′′㌔／。：‘‘ノ′パ′！＿ノ甘′ ノ’ ′：ト▲   

．ノ）ノ襟／∴′ノズ、（′ハ ノ′‡′ノ巨1・ノノiJ′′ノ′ソい 〃′1／′い′7′ノ‥  勅か付∴トト ン  ′／一′′ハ  

咋城／ノ、イ／′1′∴対7ナし二1′うこ－畑ハ′／れ′ノり／、・亘甘∴十十ナ∵〟項／．－二∴付′；‡・／てう ノノ、 rノ ー ノノ  

しこい－  

一帖～1′～ノ  い／′／ノ ′ ‥埴叫‾＼′ノり、（′′′ニキノ吼′㌧く   ノー ノ）′イ、r′′′ノ′Jノ√ンニ′′「∴′．′r   ′  

り／′）ノ1  ノJ√≒ 1〕   

触理勅辛／′／ノ軋片し∴こ．1キト    丹′rノr′t′／＼11′′ノf恥′ゴ′くイノりト十〟－ ノ ′ノ1ノ   竹 

放言㌢㌻粟り′；ト／て；∴トノり八／錐、「1′′い′） キ′－ ノ／／立場′‥ナ」∴ノブ、／、、ノ′′ン   ′ソ、／′二√■  

＼－）ノン描ノ亡′′′ち二′ケt∴、ノ巨ノ′ ノ′∵ ⊥ ノ し′′ノ川／＼：「甘′」二く7粧∴′′′信軒÷正一1‘／二  ′  

イ招鞘揖‾∴．「ラうう′／ノ樟肌∴雄藩1∵イ坐八一′）／1   

∴‾一、い′ち／／1－r／ 烙牒∴ム∠仁∵／、 ノ ＼′ノノノノJ雄ノ∠ノー■iゝ＿キ／「／∵＼、′1J ′ ノブ〉′ノ  

ウ ′／ノトせ一∴ ノ勧竹桝れ′／増妬ノ－、ノ′ノリトナ茸－rr二；主′イ7r八ノ／三5十」シー占 ′－よ ′′′∠、  

I I 

空′ノ鮪′し三上づノ酵′1三を′りノノ机＼∵ご／ノ八／／イ；二   ノーノ相誓／′1イ声1）妬ノ）：ナチ／筋ノ｝1畑ノ′∴／rノ1）  

（3）地域にかかわらず留意すること  

抒′合皮－ぶ土∵／ケ・－一∴眉宇′仰、／離せ∵1むγ二∠イ：柑ニ‡乍‘r曇√㌢二；辛ソ′浩∴／」ご′∴ノノり／くう′／ネ′榊㌧一   

ナ躍／．プ三ナ／ミニう′′′：L二しう∴′′～、三†作ノ軌ノ）カナ東二宣′尋ささ′∴ノーー蛮げ誹、′′ソト糾しこか何十広1フ∠’／ニト い  

とて炸づ；、′あ15 撞バノ、脆ソト＼√せ〟軒やヰ謹∴㌣揖∴ト十針圧ノfノ／）ッ1ノー   



・／、才体ノノ新保ノノ赤々〔′1二／ゴ、粛慮／ノーオ多＼ノ′ノノ写キ↑珠づ；、√あうメ；、、．ざう孝／玉石小   

●・－・、－－  

・符／し∴と、、づい／）予東泉 ′什メ≠どてて庭＃窟・転櫛が相好仁′聾吉ろゝいか  

●－●－－－－  
／打ち．′し二／畑野仁′謬疲∴凄／わう／祈雛；＼櫛著さノ∠‾rい査い要ン野ば／窮れ   

各診療科即、部門制′ノ）劇－ノ‡▲作が三番∴ 彪一命彪意センター仁ノ貯迭＼さメ∠た掛急磨者  

ノ、＼ノノ′診療ご仁J憲／万全体‾〆ノ控‘腑j狛好を村雲か汗ノ〟Lょうという体′紺㌦一分いノ）手／′か㌢いか  

ノ鉄材〉し丁〆ノクリテ／ウノレ1Jス〆）／汗カ〃三才r！、、・ラか  

3．ER型救急医療機関について  

（1）現状について  

（ア）利点について  

／崖～首を仰そ二）万い、控一歩謝れか防げ蕎、各村〆ノ専門医がギ／耳落首か ら傭崩づ／わ伊  

／／ヴ隼cノ）′診療二か∠、1解≠才しさノ／る／i、と、、】ぐ′あづノ穴 病＃吉ノ）こ干十′ペニテ ／／∴ょっ丁／ゴ悪才矛  

／紆∠〕さ、一三う宣ノ肴‡ノi、い／朽‥足らイーと二、蕎  

（イ）課題について   

〝〃／キ湖が叔二崇／逗子芹をプ／才ノ若／／∴づ／ノf√ケ＼′八♪憲／キ府を了ノ▲う各種ノブ匪／押の貞明り－′ノノ〉  

f三′う、〃六㌧トわノり岩音ノ■き／ナ〃一つ／キ湖‘／＼＼正ノブ／き耕ぎ／し二碑仰が／ク㌧ク〉う、′1当字′〝：㌻／紆／ニトi〉  

い什／ノ〆ノ∴磯雄邦肪∵ゼ＿ゞ二1許姪捗ら吋濁り梢り二■ナ言う   

〝〟型′ノノメ姜．ユキ′甘胡′を・川〃慮高津㌢れが班旬ノU十√いう匪■㈲★増需巨仁 一くノ；’〃ゴ  

適宜㌻しコん一わノ／、／（′沼ノし州据ぎ小′ 相好′ノ′逐一ノ令め．ケ〃〃八拝せノノ／二「／ノ作伽力小三うメ） 

／仇ヱげれ′／ルノメノ∴上ノ〔ご▼－‘ブむ八トニ据ヾ亭h掛小芋′あ三う  

・               ・      ・、    －  

〃理解が必要分．と’で′ある．叔1ま悪者妄り葺／ナ八ノ／、八産■しきせうため〆瑚右蕨’〆）′紺私  －－－－－－●   
剰7ヴ押仁か／う小ノ、1／ご八J；∠作東昔／ノー・ラ亭針子／卑f宰や唐来〆ノ叔1三？／キ、好局セ⊥ ケ」・∴J｝必   

十∴‥ト．－   

舟崇拝；鮮〝ノた体ノノコ・一デ／ネーーダーーを担う／れ妬ハ産別炒、百穿で、子〆ノ店依〟ノ∠粛  

／とがノ〆好‾r′あ斎、  

（ウ）ER型の整備について   

〝〟畢〟抒書庫原林御得、劇ノ好〆）人／ノ邸好を讃努貴ぶ丁鹿茸／狩や病躍甜超せ考／≠  

うノ必要カi、′あり、碓′耽で芋／～単音早′気′ご督∠紆ナ石二しケ／オ／秋野てて〔あう 

抒爺舟崇セJ′クレ→㌻ソナ／7i、いが）軋急′ニ勲ノと、万 ∴汝β‡療1賭儲7や、鰯‘爺叔1崇セ⊥ タ・一一   



ホ甘斗耳癌櫨閻右、読ケ∴〝〟甲号射出‘し－いけけfい′小イ）／ィ／ノナい  

4．ニ次救急医療機関の状況及び今後の整備について  

（1）現状について  

第1′恒軋急医癖機関に／〕い1t、「裾断救急機関卜弟＼次救急職購待 休といこ  

整備して‾け七、う／1ゝ」 圧：い万里十∵畑′たこできろ第．沈鞠′≡こ一木川井射甘ノ）整備ノい必要′二  

ある」、け律小川町円か十∴☆代制勤務が再虻琉凋摘絹■整棉＝＼二き ニニ′事）ぞ）」、5 ′1．二  

ハ朽欄右㌧を描け‾した情動‘寿掛什卜引出一ノこをk接寸‾べきてサイ＝1小畑首札が黍芋ノ小  

LLノ）寄せL＝＝に 1  

壬／∴ 第 次」軋急囲射線卜期か小／＝二7’ リングでけ、一区梼従中音れ瀾保／川本l難で  

ある」、「地ん自拾休か上の補助金が」州成される動きがふそ（吐てぃハ ∴ト／休改  

・－ト：′引こ付い 帖㍍腔輪番制病院ノキ〔ハ甘予里利札肋ほ、十戒17什・慢∴1り 般冊洒化  

されていぞ））」舟㍑金山拉叫か人きい」、1け癌訴．．）＼リスクノ付Lf－りJ一いろ」ヤ  

ソりこヨ甘木′J沃巨」り－  

さパ巨∴、車高1ミ′）什′′7ノルニ粧し川、川】てノ．了i上し∵∵悠施し／二 仁政ノ急匪凝り、川≠ji打／川【！」  

r情け山 ′′ニノり、J（し 甘iT′畑故急け頼鳳伸′両端情」伸助∫ノ）状淵し 用川′州リ．lここり∵、ヰ  

／斗り県ノ＼け∴↓汗、て手、′圧■ノ て．〔－／、りノ、、作制や情≠高∵lい－  ノノ‥川し雄沼パト∵  

1；直ろ」冊＼ト十机廿ノ）紺（‾トイーニ1ト′石川小1キノーへ、′三†、ト†端j∵、¢）べ）匪樟情状い㍉  

帖呈′li′ゝノ）、いJて）j ・軋て三小キ＝り、′1さ、′壬け人かていノノん〔い胞．i－才小∫J軌1∵十i＝人証  

∴）粘．i’之ヒ ∴巨）ノ1」トL上＝う（ハ多∵」守人障ソ♪必Lむし【／1：い外来診煩再ん直也－雪・∴ふ／てり  

守山‾ りノ川‥1，小し／1二′ノ′′  

（2）今後の整備について   

（ア）救急医療対策事業の現況調について  

故′知隼軒畑範≠掛川廿祝誹＝二〕いごけ、調悍宥象与「舶拗帖掛川煩鋸【＝吊’才ノ   

、二一ニ■斉■）．「欠悼′宝‥′埴経机県小川－】ノう＝し－J′れイ∵ト∴て（／）阜塵肺設l－1 卜上川Iirノ）仙統   

「ノ州．i心 ∴（ノ）他山目端ルハ′キト ノい ∴子）調1牛車＝一二† き王佐孔川う11】†いノ）ノノ、）り′、lご 

′ニミ了，／、）   与と▲い  

（イ）一定の枠組みを満たした活動実績のある病院への支援について   

肯療休制や抑j甘美絹（ニナ、jい  ′i三「／川ミ準を†l‡いこしている祥一 ∴′ク、：救急r′引症極性  

（「地域救急拠点刷；完J：仮称）直整イ備を惇廿、そ（ハ診頼り榊トや浦軌ノ轟情宣豆H＝し  

出しIl】に」′．ナ．二した、友す錮＼望まれる，  

「地域救／恕拠点病障」侶牒刊∴しごは、医師そ叫山叫桐L」、】掛甘美績昔を視座  

し 幣イ肘／）ふり万上／1いて、棉「子」が低めl、Jカ1ろべきでふて〕   



5．救急搬送において受入に至らない理由について（出口の問題など）  

（1）救急患者を受け入れられない理由について  
・ミ             ・、一 ・、－・・■  ． ・／、－    ・  

－    ●  －         －I、       －         － ●   ■ －  

ノ京劇侵打∴おぃ■r‾妥／小′ござらる、カレブたノ軌カとL T、√担／箸／楓、「ヾッハ措床ニノ、／一声  

／狩／77・悪者耕ご、‾′7リ、「腐／／ゲ′隼ノ、1年／紆不▲在ソ 筈が√あげらノZノ亡 辟／∴ 昇二‾政叔．雲  

雀療宰相／√ゴ／ペニノハ、腑を夢／〟）ノ軌育（とL T√あげ丁いた、し二／わそち〆ノノ轡宙〆ノjち、  

● ●＿ ●l  ●  －   ●   、●  

辟力〆）／腎遠野ててrあ蕎ノ）〉く∴ 〟京蓮ゝ〝ノ）叔‾′命掛急－とニ∵ター→ノ〕躇辟顔7と答仁、上り′材ノ∠チ、‘を遭バう  

憲こしケを鮒L■「いる、 一方、左ヾッ／、、、ふ苗床ンに一つい丁／ま、中郷仁雪崩ノ宥療斉を備／レフ  

頗‾／票劫γゲ〝フ拶ノオ／∵上り〃練を／村わう声）〆フてて∠ある〆ノカゝ、′ピ／ゴ √ペソハ描珠ソ／ご／ゴ物  

ノ拙ウィ′1、ノ好珠1ソ葬〃′葺嫌が′あり、／抄cノノ戯′新がノ必要で′ちうか否カゝ∴ニ／ブい丁槍′討を／ノつ  

／－▲＿  

／、＿  

（2）「ベッド満床」について  

′許二‾沈′舟忍匪凝明描八一コ／、ま、′碇′卑紅祈や如㌫∵fり空ノ和好保養一存紳打糾し二／紹／〕′しrい  

嵐据付が荷／ナ ノ；叔‘ノブノ）圧‘・／舶裾野／し∴おいて‾付点謝／〟仏〃勿彿押上誹れい∴あ ノ／÷   

J‘、ソ三ノ甜必／ゴ、粟如一舶ク／∴′fてナソ末カ；、′あ薫かノノ′〃、「一子しノ減り行‾ふさ／わといノ；？珠了／が／i、いノ 

／八肴や吋妨げ謹〟／う∴土、、（ノノ不‘むノ 〟）′二′れ工、頭㍍盤勘考を支圭㌧り十、Jカぺ、い仇、ち∴少  
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これまでの検討の経緯  

（第1回の議題）  

準備会の概要について  

今後の救命救急センターの整備について  

高度救命救急センターのあり方について  

救命救急センターの評価のあり方について  

（第2回の議題）  

救命救急センターの充実度評価の見直しについて  

・有賀参考人からの説明  

・坂本委員からの説明  

今後の救命救急センターの整備について  

高度救命救急センターのあり方について  

（第3回の議題）  

救命救急センターの充実度評価の見直しについて  

今後の救命救急センターの整備について  

高度救命救急センターのあり方について  

（第4回の議題）  

今後の救命救急センターの整備について  

・ 救急医療機関の出口の問題について  

二次救急医療機関について  

二次救急医療機関の状況について  

・ ER型救急医療機関について   
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平成20年5月30日 社会保障制度調査会「救急医療と搬送に関するプロジェクトチーム」  

救急医療と搬送に関する課題と対策について（提言）   

～信頼と協力に基づく救急医療の再構築を目指して～   

昨年8月に奈良県において発生した妊婦救急搬送の事案をはじめ、救急  

搬送の受け入れに時間を要した事案の報道が相次ぎ、大きな社会不安とな  

っている。党としても、このような事態を深刻に受け止め、本年2月、大  

阪府に調査団を派遣し、現場関係者の声を聞くとともに、本PTにおいて  

も、関係団体等からのヒアリングを行い、課題の抽出と対策の検討を行っ  

てきた。   

その過程で、救急医療に対する需要の増大や多様化といった患者側の  

要因とともに、需要に見合う受入体制の確保の難しさなど医療提供側の  
課題も浮かび上がった。この間、政府においても、様々な措置を講じて  

おり、特にこの4月以降は予算や診療報酎卜lの面で充実を図っているとこ  

ろであるが、医療にとっての原点とも言える救急医療の確保に向けて、  

なお一層の取組が必要である。   

本PTにおいては、これまでの政府の措置、取組を踏まえっっ、今後  

早急に取り組むべき諸対策を提言するものである。  

Ⅰ．課題  

1．救急搬送の受入れを巡る直接的な課題  

（1）救急医療を巡る状況の変化  

救急利用の増大・多様化   

少子高齢化の進展、住民の意識の変化及び核家族化等の社会情勢  

の変化に伴い、救急利用が増大・多様化している。救急搬送人員は、  

この］し0年間で50％以上増加しており、特に、高齢者を中心とし  

た軽症・中等症患者の増加が著しい。また、救急車の不適切な利用  

と見られるケースもある。このため、真に緊急性のある傷病者への  
対応に支障が生じている。   

なお、患者にとって真に必要な救急医療と、「モンスターペイシェ  

ンツ」という言葉に象徴されるように患者の要求によって増大して  

いる部分とを区別すべきである。  

（2）搬送その他  

多数の搬送先候補の存在とその選択の困難さ   

救急搬送において、受入先医療機関の決定までに時間を要する事  

案が増加しており、119番通報から病院収容に至るまでの時間の   
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遅延に影響している。  

さらに、都市部を中心に受入先候補となる医療機関が多数存在す  

る中で、救急隊と複数の医療機関の間で詳細な情報のやりとりを通  
じ、患者の病状に応じた適切な医療をマッチングさせていく過程で、  

必然的に時間・手間を要する。しかも、このような過程を表層的に  

捉え、いわゆる「たらい回し」や「受入拒否」といった表現で医療  

機関が批判される傾向にある。  

②医療体制と救急搬送体制との連携   

地域の実情により、長距離の救急搬送をやむを得ず行わなければ  

ならない場合がある。また、県境を越えて救急搬送を行わなければ  

ならない場合がある。  

（3）医療機関側の受入れ  

受入能力の限界等  

総務省消防庁の調査によると、救急搬送患者の受入れに至らなか   

った主な理由として、「処置困難」、「ベッド満床」、「手術中・患者対   

応中」、「専門外」が挙げられている。また、前述の救急車の不適切   

利用のような患者の受療行動もある。  

その他、病院勤務医を中心とする過酷な勤務環境、勤務状況に見   
合った報酬となっていないことへの不満、患者（泥酔、薬物、精神   

科的症状の合併等）とのトラブル等といった問題も挙げられる。   

2．救急医療を取り巻く背景  

（D救急医療のコスト   

救急医療自体は、基本的に採算のとりづらい分野であるが、公的な  

救急搬送が無料である等の事情から、サービスと負担（コスト）の関  

係が認識されづらい。   

軽度を中心に救急利用は増大しており、それを受け入れる提供側も  
そうした救急医療自体では経営が成り立ちづらいという根本的なジ  

レンマを抱えている。  

②国による医療真の抑制等   

我が国の医療費の対GDP比率は、OECD諸国の中でも低い方で  

あるものの、高い医療水準を維持している。しかしながら、救急利用  

の増大・多様化、医学部定員の削減、診療報酬の引き下げ等もあって、  

地域の医療体制の確保に支障が生じている。  

2   
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③三位一体改革等による影響   

現在、初期救急医療や二次救急医療に要する財源については、体制  

整備に対する国からの補助金が一般財源化又は税源移譲され、地方の  

自主財源として地方自治体の裁量に委ねられている。このため、地域  

によっては医療への配分額が小さい場合もある。  

Ⅱ．対策  
1．救急医療体制の再構築  

（1）救急医療に対するニーズの変化への対応 ～患者の不安解消と救急医   

療への理解の促進～  

①啓発活動   

救急医療体制が効果的に機能していくためには、医療側と搬送側  

はもとより、国民・患者を巻き込んで、信頼・協力関係を築くこと  

が重要である。   

そのためにも、国民世論に対し、広報活動やシンポジウム等の機  

会を通じ、救急車の適正利用、独り暮らしの高齢者等を地域ぐるみ  

でサポートすることの重要性、妊婦健診も含めた健康管理の必要性、  

そもそも救急医療には相当のコストがかかること、最も適切な医療  

機関で受け入れてもらうためには相当の時間と手間を要する場合が  
あること等について訴える。   

また、このような啓発活動も含めた救急医療体制の整備に対する  

地方自治体による積極的な取組を促す。  

②電話相談事業の推進   

緊急時における患者等の不安を解消するため、現行の「小児救急  
電話相談事業（＃8000）」について現状を評価し、全国的な質の  

向上を図るとともに、その対象を、高齢者を含む成人に広げること  

についても検討する。  

（2）救急医療と搬送の連携 ～搬送から受入までの円滑な流れの構築～  

①救急医療情報システムの充実・改善   

現行の救急医療情報システムは、特に、搬送先の候補となる医療  
機関が多数存在する都市部において有用であり、こうした地域を中  
心に、関係者間の連携を進めるとともに、受入可否に係る情報等の  
随時更新に必要なシステム改修を進めていく。  
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救急患者受入コーディネーターの配置   

救急隊による受入先医療機関の選定に相当の時間を要する事例に  

ついて、地域の実情に精通した救急医を医療機関に配置するなどし  

て、関係医療機関との調整等を行う。  

③医療と搬送の連携   

医療側と搬送側の双方が定期的に意見交換を行う等によって緊密  

な信頼・協力関係を築くことが重要である。   

また、長距離の救急搬送をできる限り少なくするため、医療計画  

に基づき、救急医療圏を適正に設定した上で、圏域内で搬送が完結  

できるよう連携を図る。   

さらに、県境を越える患者の救急搬送についても円滑に対応でき  

るよう、都道府県間の連携を進めるとともに、救急医療情報システ  

ムの拡充及び活用の推進を図る。  

メディカルコントロール（MC）体制の全国的な質の向上   
医療圏ごとにおける搬送と医療の連携の充実に加え、県境を越え  

る搬送に関する課題等について、全国の関係者による意見交換等に  

より、連携の強化を図る。  

（注）メディカルコントロール（MC）体制・・・救急救命士による特定行為を中心とする   

活動等について医師が指示・指導・助言及び検証することにより病院前救護の質を保障   

する体制  

（3）医療機関側の受入体制の確保  

～スムーズな患者受入に向けての救急医療体制の再構築～  

院内トリアージの検討   

来院する多数の救急患者に対し、専門的な訓練を受けた医療従事  

者が、病状に応じた適切な医療を効率よく提供するシステムについ  

て検討する。  

（注）トリアージ・・・患者に最も適した診療を行うため、その重症度、緊急性等によって   

患者を区分すること。  

日本型ERの検討  

我が国では、一次から三次まで、提供できる医療内容に応じて救  
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急医療機関が機能分化している。これらの機能を一つの医療機関で  

併せ持つ形態として、米国のER方式がある。我が国においても、  

救急以外の部門を含む医療機関全体の理解・協力を得て、このER  

方式を導入することが可能かどうかについて検討する。  

（柱）ER・・・EmergencyRoomの略。本邦では明確な定義は無いが、症状の内容、重症度   

によらず全三脚、初期診療の上二、患者の状態にん己てじて専門の各診療   

科に引き継ぐといった医療機関全体の理解・協力に基づく体制。  

医療機関の拠点化（集約化一重点化）   

地域において、第二次救急医療機関を中心に個々の医療機関の役  

割分担を見直した上で、拠点となる医療機関を定め、必要に応じて  

救急医療の専門家を幅広く集め、救急医療に対する様々なニーズに  

対応できるようにするとともに、拠点医療機関への患者の過度な集  

中を防ぐよう、同じ地域における他の医療機関とのネットワークを  

構築することにより、地域全体で救急患者を受け入れる体制を確保  

する。  

（柱）ネットワーーク‥・ ここでは、急性期を脱した患者を当該拠点医療機関から地域の他   

の医療機関に転送することや、診療科ごとに輪番体制を敷くこと等によって地域全体に   

おいて受入体制を確保することを指す。  

④救急患者の転床等の推進   

救急医療機関における「ベッド満床」という事態を解消するため、  

施設内の病床の融通や地域連携によって、急性期を脱した患者を、  

地域全体において「後方病床」で受け入れる体制を確保できるよう  

検討する。  

（注）後方病床‥・急性期を脱した患者を受け入れ、継続して医療を提供する院内又は院   

外の病床。  

⑤救急医療を担う人材の育成   

救急医療に対する国民の要求水準の高まりを踏まえ、様々な分野  

に精通した高度な救急医療を提供できる医師を育成するため、例え  

ば、「救急医療トレーニングセンター（仮称）」の指定等により、高  

度かつ最先端の救急医療について研鐸を積めるような仕組みづくり  

を検討する。  
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⑥画像診断等に関する後方支援の推進   

地域に専門医がいない場合でも、緊急時には、可能な限り最先端  

の知見に基づく診療が受けられるよう、ITネットワークを活用す  

ることにより、CT・MRIの画像診断や心電図の評価等について、  

遠隔地の専門医による助言を受けつつ、地域の医師が診断・治療を  

迅速に実施できる体制づくりを推進する。併せて、画像診断等に係  

る責任の所在や財源の確保に関しても検討する。  

⑦救急医療情報の迅速性・正確性の確保と知見の集積   

救急医療においては、適切な診療により、「避けられる死」や「避  

けられる後遺障害」を防ぐことが重要である。そのためにも、傷病  

者の搬送照会を迅速かつ適切に行うことが必要であり、救急現場の  

画像情報、患者の健康情報、救急医療機関における医師の従事状況  

等を関係者間で共有できるよう、情報の一元化の技術開発について  

研究する。   
また、今後の対策に活かせるよう、救急搬送の実態（具体的な傷  

病名、医療機関が受け入れられないとする具体的な理由、医療機関  

における診療内容、予後等）を把握するための詳細な調査・分析を  

行う。  

⑧医療機関における様々な背景の患者への対応   

様々な背景の患者に対応し、トラブルの緩和等を含めて診療の円  

滑化を図るため、例えば「患者相談員（仮称）」の配置を検討する。  

2．その他救急医療を取り巻く環境の整備 ～救急医療体制の底上げ～  

法整備   

以上の諸対策について、必要に応じ、法的整備（「救急医療基本法（仮  

称）」）を行う。  

救急医療に関する予算の確保   

救急医療自体では基本的に採算のとりづらい分野である。こうした  

ことを踏まえ、道路特定財源の一般財源化による活用も含めて、引き  

続き、救急医療体制の確保に必要な予算を十分に確保するとともに、  

診療報酬の面でも救急医療について、一層の充実を図る。   
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（柱）3；月27日の福出首相による道路特定財淑の見直しに関する緊急記者会見の巾で、一  

般財源化の活用先の一つとして「救急医療体制の整備」が挙げられている〔〕  

③地域における財源の確保   

地方自治体において、第二次救急医僚機関をはじめ救急医療に対し  

て、適切に財源配分を行うよう求める。また、国においても必要な財  

政支援を行う。  

④医師等の確保   

昨年5i月に政府・与党においてとりまとめられた「緊急医師確保対  

策」を踏まえ、引き続き、その推進を図る。また、看護師についても、  
養成力の確保、離職の防止、再就業の支援等の確保対策を総合的に進  

める。   
併せて、救急医療に従事する勤務医の労働実態を分析し、その結果  

を踏まえて、交替制勤務の導入や医師に対する適正な報酬等勤務環境  

の改善策を検討する。検討された改善策は、まず公的な病院において  

率先して進める。  

⑤医師臨床研修の充実  

救急医療に関する研修の実施状況等を踏まえて、その充実を図る。  

⑥ドクターヘリの配備促進   

昨年（；月に成立した「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の  

確保に関する特別措置法」に基づき、引き続き、ドクターヘリの全国  

的な配備を進めるとともに、その利活用の促進を図る。  
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